
国民文化祭活動支援事業補助金に係るＱ＆Ａ
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問 回　答

交付申請時において、市町村を経由するのはなぜか。

補助事業者は、市町村事業（全国文化団体との連携事業又は市町村
独自事業）を実施する予定のある県内の文化団体としていることか
ら、申請する視察内容が市町村事業（実施予定含む）と合致するか
どうかを確認していただくため、市町村経由で副申を添えて申請い
ただくこととしています。

いつまでに申請する必要があるのか。
視察を実施する最初の日から起算して２週間前までに、市町村を経
由したうえで、県実行委員会に提出してください。
（各市町村への提出は、上記よりも前ということになります。）

１団体につき、何回まで交付申請できるのか。 交付申請は１団体につき、１回までです。

補助要件に「直近の過去２年間、継続した文化芸術活動の実績を有
すること」とあるが、団体設立から２年以上経過していない場合
は、どのように記載すればよいのか。

団体設立から２年以上経過していない場合は、当該団体の構成員の
半数以上が過去２年間、継続して文化芸術活動を行っていたことが
要件となりますので、その実績を記載してください。

先催県への視察旅費の補助ということだが、市町村職員の出張旅費
は対象とならないのか。

市町村職員の出張旅費は、補助対象外です。
また、市町村実行委員会を設立している市町村において、実行委員
会の事務局員として出張する場合も、補助対象外となります。
ただし、市町村職員が地域の文化団体職員等を兼務している場合
で、文化団体職員として出張する場合は、補助対象となることがあ
ります。

航空機、列車等の特別料金（ファーストクラス料金、グリーン料金
等）は補助対象となるのか。

特別料金は、補助対象外です。

自家用車やレンタカー、タクシーを利用した場合の料金は補助対象
となるのか。

原則、公共交通機関を利用した料金が補助対象となります。
ただし、視察会場の近隣に最寄り駅やバス停がない場合など、特段
の理由がある場合は利用を認める場合がありますので、事前にご相
談ください。
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自家用車を利用した場合のガソリン代は、補助対象となるのか。

ガソリン代は、補助対象外です。
ただし、Ｎｏ．７に記載のとおり、自家用車の利用が認められた場
合は、高知県の「職員の旅費に関する条例」に基づき、１kmにつき
２９円の車賃を補助の算定額に含めます。（１km未満は切り捨て）

宿泊施設は、岐阜県内以外の近隣県でもよいのか。
原則、岐阜県内の宿泊施設に宿泊する場合のみ補助対象となりま
す。

他の用務の関係等で出発地（帰着地）が高知県外となる場合、補助
はどうなるのか。

出発地（帰着地）を起点（終点）として、補助金額を算定します。
例えば、出発の前日は大阪府に宿泊していた場合、大阪府から岐阜
県庁までの交通費を補助対象とし、個別に金額を算定します。
なお、必ず事前にご相談をお願いします。

文化団体に所属する複数名で視察することになり、旅行会社に依頼
して視察ツアーを企画した場合、補助はどうなるのか。

交付申請書の提出と併せて、旅行会社からの見積書等（写しで可）
を添付してください。
個別に金額を算定しますので、事前にご相談をお願いします。

補助対象経費の上限額の考え方（２泊３日の往復旅費）を教えてほ
しい。

１名あたり８２，１４０円（税込）を補助対象経費の上限額とし、
内訳は下記のとおりとなります。

　【交 通 費】６１，０４０円
　【宿 泊 料】１４，６００円（７，３００円×２泊）
　【宿泊諸費】　５，０００円（２，５００円×２泊）
　【旅行雑費】　１，５００円（５００円×３日間）　
　【合　　計】８２，１４０円
　※宿泊料に係る上限額
　　１泊あたり７，３００円（２泊まで）

なお、実際に支払った金額と上限額を比較して、少ない方の金額に
補助率（1/2）を掛けたものを補助金額とし、その金額の1,000円未
満は切り捨てます。

宿泊料について、１泊あたりの上限額の根拠を教えてほしい。
高知県の「職員の旅費に関する条例」に基づき、１泊あたり７，３
００円（素泊まり・税込）が上限額となります。
また、朝食代等の飲食費は、補助対象外です。
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20 支払い

宿泊料に朝食が含まれていた場合、上限額はどうなるのか。

宿泊料は素泊まり料金を基に補助するため、素泊まり料金と朝食代
を分けて領収書に記載していただくよう宿泊施設に依頼してくださ
い。
これが難しい場合は、朝食代見合いの料金を差し引いて補助する場
合があります。

多くの会場を視察するため、自己負担してでも４～５日間の視察を
実施したい場合、補助はどうなるのか。

No.１２に記載のとおり、２泊３日分の往復旅費が補助対象経費の
上限額となりますので、３日目以降の宿泊料については補助対象外
です。

実績報告書に添付する「収支に係る証拠書類」とは、具体的に何が
必要か。

移動や宿泊に係る領収書等（原本）を添付してください。

領収書を紛失してしまった場合、どうすればよいか。
領収書を紛失してしまった場合は支出の根拠を確認できないため、
当該経費に係る補助はできませんので、大切に保管してください。

領収書の宛名はどうすればよいか。

宿泊に係る領収書については、視察者の氏名を記載していただくよ
う宿泊施設に依頼してください。（「上様」などは不可）
また、宛名の記載が困難な電車やバス等の領収書については、添付
書類にその旨を記載し、視察者本人の氏名及び押印をお願いしま
す。

ＥＴＣを利用して高速道路を利用した場合、領収書はどうすればよ
いか。

インターネット（ＥＴＣ利用照会サービス）から「利用証明書」を
出力し、添付してください。

実績報告書の提出後、何日後に補助金が入金されるのか。

実績報告書を提出いただいた後、事務局で完了検査を行い、内容に
問題がなければ補助金額の確定通知を送付します。
その後、補助金の請求書を提出いただき、受理した日から起算して
１５日以内にご指定の口座に入金します。
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